
技
術
基
準

道
路
・
公
園
・
給
排
水
施
設
等
の
確
保
、
防
災
上
の
措
置
等
に
関
す
る
基
準
【
都
市
計
画
法
第
３
３
条
】

⇒
良
質
な
宅
地
水
準
を
確
保

立
地
基
準

市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
開
発
行
為
の
類
型
を
定
め
る
基
準
【
都
市
計
画
法
第
３
４
条
】

⇒
市
街
化
を
抑
制
す
べ
き
市
街
化
調
整
区
域
の
性
格
を
担
保

良
好
な
宅
地
水
準
を
確
保
し
、
良
好
な
市
街
地
の
形
成
を
図
る
。

市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
開
発
行
為
等
を
抑
制
し
、
区
域
区
分
制
度
の
趣
旨
を
担
保
す
る
。

開
発
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
開
発
許
可
権
者
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
、
中
核
市
、
施
行
時
特
例
市
若
し
くは
事
務
処
理
市
町
村
（
地
方
自
治
法
第
２
５
２
条
の
１
７
の
２
）
の
長

・
主
と
し
て
建
築
物
の
建
築
又
は
特
定
工
作
物
の
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更

一
定
規
模
以
上
の
開
発
行
為

開
発
許
可
制
度
の
概
要

目
的

規
制
内
容

許
可
権
者

対
象
行
為

基
準

１
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〇
区
域
運
行
及
び
路
線
不
定
期
運
行
に
つ
い
て
も
、
路
線
定
期
運
行
と
同
様
に
、
公
益
上
必
要
な
建
築
物
と
し
て
都
市
計
画
法
の

開
発
許
可
対
象
か
ら
除
外
す
べ
き
。

〇
区
域
運
行
等
は
、
地
域
住
民
の
交
通
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
公
益
性
の
高
い
事
業
と
認
識
。

〇
一
方
、
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
区
域
運
行
等
は
、
路
線
定
期
運
行
と
は
異
な
り
、
立
地
の
任
意
性
が
高
く
、
郊
外
に
単
発

的
に
立
地
し
て
無
秩
序
な
市
街
化
の
一
因
と
な
る
お
そ
れ
。

〇
こ
の
た
め
、
区
域
運
行
等
に
係
る
施
設
の
立
地
が
自
治
体
の
ま
ち
づ
く
り
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
開
発
許
可
を
通
じ
て
、

自
治
体
が
適
正
な
立
地
を
担
保
す
る
仕
組
み
を
引
き
続
き
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
。

〇
開
発
許
可
は
、
自
治
事
務
で
あ
り
、
市
街
化
調
整
区
域
で
あ
っ
て
も
、
「
市
街
化
を
促
進
す
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
市
街
化
区
域

内
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
開
発
行
為
」
に
該
当
す
る
と
自
治
体
が
判
断
す
れ
ば
許
可
が
可
能
。

①
都
市
計
画
法
第
３
４
条
第
１
４
号
に
基
づ
き
、
開
発
審
査
会
の
議
を
経
て
許
可

②
都
市
計
画
法
第
３
４
条
第
１
２
号
に
基
づ
き
、
自
治
体
の
条
例
で
定
め
た
区
域
内
の
特
定
の
用
途
に
供
す
る
施
設
に
該
当

す
る
も
の
と
し
て
許
可
（
開
発
審
査
会
の
議
を
省
略
）

提
案
事
項

全
国
知
事
会
・
全
国
市
長
会
・
全
国
町
村
会
か
ら
の
提
案
に
対
す
る
考
え
方

提
案
事
項
に
対
す
る
考
え
方

開
発
許
可
基
準

２
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①
区
域
運
行
等
の
用
に
供
す
る
施
設
は
、
路
線
定
期
運
行
と
同
様
に
、
類
型
的
に
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
及
び
環
境
の
保

全
を
図
る
上
で
支
障
が
な
い
公
益
上
必
要
な
建
築
物
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
開
発
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
必
要
な
施
設

の
設
置
が
困
難
。

⇒
区
域
運
行
や
路
線
不
定
期
運
行
の
事
業
の
用
に
供
す
る
車
庫
等
は
、
立
地
の
可
能
性
が
あ
る
エ
リ
ア
が
郊
外
を
含
め
広
範
囲

に
及
ぶ
た
め
、
そ
の
立
地
の
適
正
性
に
つ
い
て
、
案
件
毎
に
個
別
の
審
査
が
必
要
。

本
支
障
事
例
に
つ
い
て
は
、
開
発
許
可
権
者
で
あ
る
自
治
体
が
要
綱
等
に
定
め
る
詳
細
な
基
準
に
お
い
て
、
都
市
計
画
法
第

３
４
条
第
１
４
号
の
対
象
と
な
る
施
設
を
限
定
的
に
し
か
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
聞
い
て
い
る
が
、
同
号
は
自
治
体
に
お

い
て
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
運
用
を
認
め
て
お
り
、
自
治
体
の
判
断
で
要
綱
等
に
定
め
る
当
該
基
準
を
見
直
す
こ
と
で
対
応
が
可

能
。

②
開
発
許
可
を
要
す
る
こ
と
で
、
事
業
者
の
事
務
手
続
き
が
煩
雑
と
な
り
、
事
業
者
が
当
該
事
業
を
断
念
し
た
り
、
非
効
率
な
形
態
で

の
実
施
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

⇒
上
記
の
と
お
り
、
開
発
許
可
を
通
じ
て
個
別
に
審
査
が
必
要
。

な
お
、
都
市
計
画
法
第
３
４
条
第
１
２
号
に
基
づ
き
、
自
治
体
の
条
例
で
区
域
や
予
定
建
築
物
の
用
途
等
を
定
め
て
、
開
発

審
査
会
の
議
を
省
略
す
る
制
度
も
用
意
し
て
い
る
。

③
地
域
交
通
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
の
増
大
に
伴
い
、
区
域
運
行
な
ど
、
路
線
定
期
運
行
以
外
に
も
多
様
な
交
通
形
態
が
地
域
に
と
っ
て

必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
導
入
・
検
討
が
円
滑
に
進
ま
な
い
。

⇒
地
域
交
通
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
の
増
大
等
に
応
じ
て
開
発
許
可
権
者
で
あ
る
自
治
体
が
要
綱
等
に
定
め
る
詳
細
な
基
準
を
見
直

す
こ
と
で
対
応
が
可
能
。

全
国
知
事
会
・
全
国
市
長
会
・
全
国
町
村
会
か
ら
の
提
案
に
対
す
る
考
え
方

開
発
許
可
を
要
す
る
こ
と
に
よ
る
支
障
に
つ
い
て
の
考
え
方

３
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４

参
照
条
文

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

（
開
発
行
為
の
許
可
）

第
二
十
九
条

都
市
計
画
区
域
又
は
準
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
開
発
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の

区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
開
発
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・二

（
略
）

三
駅
舎
そ
の
他
の
鉄
道
の
施
設
、
図
書
館
、
公
民
館
、
変
電
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
う
ち
開
発
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地

利
用
及
び
環
境
の
保
全
を
図
る
上
で
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為

四
～
十
一

（
略
）

２
・３

（
略
）

第
三
十
四
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
街
化
調
整
区
域
に
係
る
開
発
行
為
（
主
と
し
て
第
二
種
特
定
工
作
物
の
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

該
申
請
に
係
る
開
発
行
為
及
び
そ
の
申
請
の
手
続
が
同
条
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
ほ
か
、
当
該
申
請
に
係
る
開
発
行
為
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、

都
道
府
県
知
事
は
、
開
発
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

十
二

開
発
区
域
の
周
辺
に
お
け
る
市
街
化
を
促
進
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
市
街
化
区
域
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
開
発
行
為
と
し
て
、
政

令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
都
道
府
県
の
条
例
で
区
域
、
目
的
又
は
予
定
建
築
物
等
の
用
途
を
限
り
定
め
ら
れ
た
も
の

十
三

（
略
）

十
四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
が
開
発
審
査
会
の
議
を
経
て
、
開
発
区
域
の
周
辺
に
お
け
る
市
街
化
を
促
進
す
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
市
街
化
区
域
内
に
お
い
て
行
う
こ

と
が
困
難
又
は
著
し
く不
適
当
と
認
め
る
開
発
行
為

〇
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）

（
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
及
び
環
境
の
保
全
を
図
る
上
で
支
障
が
な
い
公
益
上
必
要
な
建
築
物
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

六
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
積
合
せ
貨
物
運
送
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設

で
あ
る
建
築
物
又
は
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
構
成
す
る
建
築
物

七
～
三
十
一

（
略
）
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〇
公
立
大
学
法
人
に
お
け
る
土
地
等
の
所
有
財
産
の
貸
付
け
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
7
0
条
に
基
づ
き
、
業
務
を
行
う
に
あ
た
り
必
要
と
さ
れ

る
場
合
に
は
現
行
法
上
で
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
具
体
的
な
支
障
事
例
」
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
の
設
置
に
つ
い
て
も
、
業
務
に
支
障
が
な
い

場
合
に
限
り
、
第
三
者
へ
土
地
を
貸
し
付
け
、
教
職
員
や
学
生
な
ど
の
福
利
厚
生
の
た
め
の
施
設
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

（
一
次
回
答
よ
り
）

国
立
大
学
法
人
の
業
務
に
関
わ
ら
な
い
使
途
と
し
て
、
将
来
的
に
大
学
で
使
用
予
定
は
あ
る
も
の
の

当
面
使
用
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
土
地
等
を
、
第
三
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の

（
平
成
２
９
年
４
月
１
日
施
行
）

≪
公
立
大
学
法
人
の
所
有
す
る
土
地
等
の
第
三
者
貸
付
け
に
つ
い
て
（
現
行
規
定
）
≫

【
参
考
１
】
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
１
５
年
法
律
第
１
１
８
号
）
（
抄
）

（
他
業
の
禁
止
）

第
七
十
条

公
立
大
学
法
人
は
、
第
二
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

公
立
大
学
法
人
の
所
有
す
る
土
地
等
の
第
三
者
貸
付
を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
制
緩
和
に
つ
い
て

≪
提
案
団
体
が
求
め
る
措
置
の
具
体
的
な
内
容
≫

国
立
大
学
法
人
法
の
改
正
に
伴
い
、
平
成
2
9
年
4
月
よ
り
、
国
立
大
学
法
人
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
土
地
等
の
第
三
者
貸
付
が
可
能

と
な
っ
て
い
る
（
国
立
大
学
法
人
法
第
3
4
条
の
2
）
こ
と
か
ら
、
公
立
大
学
法
人
に
お
い
て
も
国
立
大
学
法
人
と
同
様
に
資
産
の
有
効
活
用
を
図
り
、
そ
の
対
価

を
教
育
研
究
水
準
の
一
層
の
向
上
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
改
正
を
提
案
す
る
も
の

〇
現
行
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
具
体
的
な
支
障
事
例
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
具
体
的
な
計
画
内
容
や
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま

え
、
現
行
法
制
度
と
の
整
合
性
に
鑑
み
、
関
係
省
庁
と
連
携
の
上
、
改
善
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
一
次
回
答
よ
り
）

【
参
考
２
】
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
１
５
年
法
律
第
１
１
２
号
）
（
抄
）

（
土
地
等
の
貸
付
け
）

第
三
十
四
条
の
二

国
立
大
学
法
人
等
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
対
価
を
当
該
国
立
大
学
法
人
等
の
教
育
研
究

水
準
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
の
所
有
に
属
す
る
土
地
等
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の
た
め
に
現
に

使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
面
こ
れ
ら
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

＜
具
体
的
な
貸
付
け
例
＞

・
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
施
設
の
１
フ
ロ
ア
を
、
民
間
業
者
の
オ
フ
ィ
ス
と
し
て
貸
付
け

・
老
朽
化
し
た
職
員
宿
舎
を
解
体
し
た
後
の
土
地
を
、
駐
車
場
の
運
営
の
た
め
に
民
間
業
者
に
貸
付
け

等

≪
提
案
内
容
に
対
す
る
総
務
省
・文
部
科
学
省
の
考
え
方
≫
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重点番号18：公立大学法人の所有する土地等の第三者貸付要件の見直し（総務省、文部科学省）
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平
成

3
0
年

８
月

警
察

庁
交

通
局
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重点番号35：消防団員等が消防車両を運転する際の特例制度の創設（警察庁）
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